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明
治
憲
法
を
起
草
し
た
ド
イ
ツ
人

――
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
の
系
譜
――

堅　

田　
　

剛

一　

ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
「
発
見
」

明
治
憲
法
制
定
史
の
研
究
は
、
吉
野
作
造
に
よ
る
『
西
哲
夢
物
語
』
の
発
見
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
秋
の
こ

と
で
あ
る
。『
西
哲
夢
物
語
』
と
は
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
の
十
月
、
つ
ま
り
憲
法
起
草
作
業
の
完
成
時
期
に
、
民
権
派
に
よ
っ
て

刊
行
さ
れ
た
秘
密
出
版
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
憲
法
草
案
が
漏
洩
し
た
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
執
筆
者
こ
そ
、
お
雇
い
ド
イ
ツ
人
ヘ
ル

マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
（H

e
rm

an
n

 R
o

e
sle

r, 1
8

3
4

―9
4

）
で
あ
っ
た
。
明
治
憲
法
の
起
草
当
時
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
存
在
は
ご
く
一
部
の
関
係

者
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
彼
こ
そ
明
治
憲
法
の
真
の
起
草
者
で
あ
っ
た
。

吉
野
作
造
が
古
本
屋
の
店
頭
で
『
西
哲
夢
物
語
』
に
遭
遇
し
た
と
き
、
彼
は
同
時
に
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
「
発
見
」
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
吉
野
自
身
が
そ
の
こ
と
の
意
義
に
気
づ
い
た
の
は
、
彼
の
最
晩
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
西
哲
夢
物
語
』
は
、
憲
法
講
義
筆
記
録
、
プ

ロ
イ
セ
ン
憲
法
条
文
、
日
本
憲
法
草
案
の
三
部
分
か
ら
成
っ
て
い
た
の
だ
が
、
吉
野
の
主
た
る
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
第
一
部
の
憲
法
講
義
筆

記
録
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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『
西
哲
夢
物
語
』
の
発
見
か
ら
三
年
後
の
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
、
吉
野
作
造
は
、
宮
武
外
骨
や
尾
佐
竹
猛
ら
と
と
も
に
明
治
文
化

研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
。
前
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
貴
重
な
文
献
が
大
量
に
焼
失
し
た
が
、
こ

の
こ
と
に
研
究
上
の
危
機
感
を
抱
い
た
こ
と
が
、
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
宮
武
外
骨
は
反
骨
の
操
觚
者
と
し
て
、
数
多
く
の
雑

誌
を
発
行
す
る
傍
ら
、
明
治
期
の
新
聞
や
雑
誌
を
蒐
集
し
て
い
た
。
尾
佐
竹
猛
は
、
大
審
院
の
判
事
で
あ
っ
た
が
、
幕
末
以
来
の
裁
判
史
や

憲
政
史
を
研
究
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
吉
野
作
造
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
政
治
学
教
授
で
あ
っ
た
が
、
経
済
的
理
由
で
大
学
を
退
職
し
て
朝

日
新
聞
に
入
社
し
た
も
の
の
、
今
度
は
政
治
的
理
由
で
大
学
に
復
職
し
て
い
た
。
明
治
文
化
研
究
会
の
発
足
は
、
そ
の
直
後
の
こ
と
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
明
治
文
化
研
究
会
は
、
学
界
の
中
心
か
ら
外
れ
た
素
人
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
）
1
（

。

吉
野
作
造
を
素
人
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
明
治
文
化
研
究
の
一
環
と
し
て
の
憲
法
制
定
史
研
究
は
、
彼
の

政
治
学
や
民
本
主
義
と
は
直
接
の
関
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
吉
野
の
当
初
の
動
機
に
お
い
て
、
自
由
民
権
運
動
と
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
が
二
重
写
し
に
み
え
て
い
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
む
し
ろ
現
実
政
治
か
ら
断
絶
し
た
と
こ
ろ
で
、
吉
野
は
明
治
憲
法
の
世
界
に
取
り

込
ま
れ
て
い
っ
た
。
吉
野
の
憲
法
研
究
は
学
問
と
い
う
よ
り
は
趣
味
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
入
り
口
が
『
西
哲
夢
物
語
』
で
あ
っ
た
。

吉
野
は
そ
の
謎
解
き
に
挑
ん
で
、
つ
い
に
未
完
成
の
ま
ま
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
『
西
哲
夢
物
語
』
の
謎
は
深
く
、

そ
の
最
深
部
に
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
憲
法
草
案
が
あ
っ
た
。

吉
野
作
造
と
『
西
哲
夢
物
語
』
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
論
じ
て
お
き
た
い
。

吉
野
作
造
は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
『
西
哲
夢
物
語
』
を
発
見
し
た
が
、
こ
れ
を
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
『
明
治
文
化
全
集
』

憲
政
篇
に
収
録
す
る
ま
で
、
本
格
的
な
謎
解
き
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
当
該
全
集
へ
の
収
録
に
際
し
て
も
、
校
訂
と
解
題
は
弟
子
の
今

中
次
麿
に
委
ね
て
い
る
。
た
だ
、『
西
哲
夢
物
語
』
第
一
部
の
憲
法
講
義
筆
記
録
に
つ
い
て
は
、
発
見
の
当
初
よ
り
、
こ
れ
は
明
治
十
五

（
一
八
八
二
）
年
の
伊
藤
博
文
の
渡
欧
時
、
グ
ナ
イ
ス
ト
に
聴
い
た
個
人
授
業
の
記
録
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
た
。

吉
野
作
造
が
『
西
哲
夢
物
語
』
第
一
部
の
憲
法
講
義
筆
記
録
の
正
体
を
解
明
す
べ
く
取
り
組
ん
だ
の
は
、よ
う
や
く
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
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年
の
年
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
吉
野
は
「
ス
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
伊
藤
博
文
」
と
題
す
る
論
文
を
書
い
て
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の

ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン（L

o
re

n
z vo

n
 S

te
in

, 1
8

1
5

―9
0

）と
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
ル
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
グ
ナ
イ
ス
ト
（R

u
d

o
lf 

vo
n

 G
n

e
ist, 1

8
1

6

―9
5

）
の
憲
法
学
説
が
伊
藤
博
文
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
本
格
的
に
研
究
を
開
始
し
た
。

そ
の
際
、
吉
野
は
ま
ず
伊
藤
博
文
の
欧
州
滞
在
日
程
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
憲
法
調
査
の
実
態
は
ド
イ
ツ
流
の
憲
法
理
論
を
学
ぶ
こ
と
に

あ
り
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
グ
ナ
イ
ス
ト
と
シ
ュ
タ
イ
ン
（
ス
タ
イ
ン
）
か
ら
個
人
講
義
を
受
け
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

斯
う
考
へ
る
と
伊
藤
は
仏
に
学
ば
ず
英
に
学
ば
ず
白
を
顧
み
る
こ
と
な
く
又
物
見
遊
山
に
寸
陰
を
吝
ん
で
滞
欧
正
味
一
ケ
年
の

大
半
を
伯
林
と
維
納
と
に
過
ご
し
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
私
の
推
計
に
よ
る
と
維
納
で
ス
タ
イ
ン
に
師
事
せ
る
は
仏
国
旅
行

を
除
き
凡
そ
二
ケ
月
、
ま
た
伯
林
で
グ
ナ
イ
ス
ト
の
門
を
叩
い
た
の
は
夏
休
前
を
約
二
ケ
月
と
し
夏
休
後
を
三
ケ
月
強
と
す
る

（
冬
休
み
を
除
外
す
る
）、
双
方
通
計
七
ケ
月
だ
。
そ
の
間
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
ス
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
一
点
張
り
で
攻
究
調
査

を
す
ゝ
め
た
と
こ
ろ
に
異
色
が
あ
る
）
2
（

。

「
ス
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
伊
藤
博
文
」
は
、
翌
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
二
月
発
行
の
『
改
造
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
原
稿
提
出
の

直
後
に
吉
野
は
入
院
し
、
三
月
十
八
日
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
論
文
は
吉
野
の
絶
筆
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
論
文
の
末
尾
に
、
吉
野
は
こ

う
書
い
て
い
る
。「
私
は
更
に
続
い
て
両
師
教
説
の
大
要
を
紹
介
し
、
こ
れ
と
日
本
憲
法
並
に
初
期
憲
政
思
想
と
の
関
係
を
比
較
論
評
し
て

こ
の
論
を
終
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
が
、
予
定
の
頁
数
を
余
り
に
多
く
超
過
し
た
の
で
、
多
少
竜
頭
蛇
尾
の
嫌
が
あ
る
が
こ
れ
を
擱
筆
し
て

お
く
）
3
（

」。
こ
れ
が
吉
野
に
よ
る
学
術
上
の
最
後
の
文
章
と
な
っ
た
。
吉
野
が
も
う
少
し
存
命
し
て
い
れ
ば
、
彼
の
研
究
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と

シ
ュ
タ
イ
ン
の
学
説
と
明
治
憲
法
と
の
内
容
的
な
関
係
に
ま
で
及
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
吉
野
作
造
は
あ
る
見
当
違
い
を
し
て
い
た
。
伊
藤
博
文
の
憲
法
思
想
形
成
に
際
し
て
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
シ
ュ
タ
イ
ン
か
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ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
明
治
憲
法
の
実
際
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
モ
ッ
セ
や
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
功
績
に
こ

そ
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
が
欧
州
に
憲
法
調
査
に
向
か
っ
た
と
き
、
す
で
に
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
来
日
し
て
い
た
し
、
伊
藤
の

帰
国
後
間
も
な
く
し
て
モ
ッ
セ
も
ま
た
日
本
政
府
に
雇
用
さ
れ
た
。
明
治
憲
法
の
起
草
は
、
こ
の
二
人
の
お
雇
い
ド
イ
ツ
人
の
協
力
な
し
に

は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
吉
野
の
研
究
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
紹
介
に
留
ま
り
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
と
モ
ッ
セ
に
は
到
達
し
え
な

か
っ
た
）
4
（

。

と
は
い
え
、
吉
野
作
造
の
名
誉
の
た
め
に
言
い
添
え
る
な
ら
ば
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
と
モ
ッ
セ
の
存
在
に
着
目
し
た
の
も
、
実
は
吉
野
自
身
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、『
西
哲
夢
物
語
』
の
発
見
に
関
わ
っ
て
い
る
。

ま
ず
モ
ッ
セ
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
彼
の
名
前
は
『
西
哲
夢
物
語
』
の
ま
さ
し
く
冒
頭
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
モ
ツ
セ
ハ
学
問
上
ヨ

リ
巨
細
ニ
可
申
上
自
分
実
際
上
ヨ
リ
大
体
ノ
事
を
可
申
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
）
5
（

。「
モ
ツ
セ
」
は
理
論
的
に
詳
細
に
述
べ
、「
自
分
」
は
実
践

的
な
大
要
を
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
二
人
が
並
行
し
て
憲
法
講
義
を
お
こ
な
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
「
モ
ツ
セ
」
が
ア
ル
ベ
ル
ト
・

モ
ッ
セ
（A

lb
e

rt M
o

sse
, 1

8
4

6

―1
9

2
5

）
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば
、「
自
分
」
と
は
モ
ッ
セ
の
師
グ
ナ
イ
ス
ト
を
意
味
す
る
こ

と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、『
西
哲
夢
物
語
』
第
一
部
の
筆
記
録
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
に
よ
る
憲
法
講
義
の
記
録
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
吉
野
作
造
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、『
西
哲
夢
物
語
』
を
『
明
治
文
化
全
集
』
に
収
録
し
た
。
こ
の
と
き
筆
記
録
の
部
分
を
「
グ

ナ
イ
ス
ト
氏
談
話
」
と
名
づ
け
た
の
は
校
訂
者
の
今
中
次
麿
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
吉
野
の
意
志
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら

に
吉
野
は
、
当
初
よ
り
「
グ
ナ
イ
ス
ト
氏
談
話
」
の
聞
き
手
が
訪
独
中
の
伊
藤
博
文
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。

た
し
か
に
、
伊
藤
博
文
が
ベ
ル
リ
ン
で
グ
ナ
イ
ス
ト
と
モ
ッ
セ
の
師
弟
か
ら
憲
法
講
義
を
聴
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
伊

藤
本
人
が
書
簡
等
で
繰
り
返
し
証
言
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
「
自
分
」
な
る
人
物
に
つ
き
別
の
推
測
の
可
能
性
も
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、『
西
哲
夢
物
語
』
冒
頭
に
出
て
く
る
「
自
分
」
と
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
こ
と
だ
と
す
る
可
能
性
で
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あ
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
外
務
省
に
雇
用
さ
れ
て
、
す
で
に
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
か
ら
来
日
し
て
い
た
。
伊
藤
博
文
が
憲
法
調
査
の
た
め

渡
欧
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
が
帰
国
し
て
内
閣
制
度
が
発
足
す
る
と
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
内
閣
法
律
顧
問
と
し
て
、
引
き
続
き
日
本

に
滞
在
し
た
。
ま
た
モ
ッ
セ
は
、
明
治
十
九
年
に
な
っ
て
、
や
は
り
内
閣
法
律
顧
問
と
し
て
日
本
政
府
に
招
聘
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
伊
藤

が
明
治
憲
法
の
制
定
作
業
に
着
手
し
た
時
点
で
、
彼
の
下
に
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
と
モ
ッ
セ
と
い
う
二
人
の
ド
イ
ツ
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
モ
ツ
セ
」
が
モ
ッ
セ
で
あ
る
な
ら
、「
自
分
」
と
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
こ
と
だ
と
す
る
推
測
は
充
分
に
成
り
立
つ
。

も
っ
と
も
、
吉
野
作
造
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
か
っ
た
。
い
か
に
憲
法
起
草
の
内
幕
が
秘
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
モ
ッ
セ
の
存
在
を

知
っ
て
い
た
吉
野
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
想
起
し
な
か
っ
た
と
は
、
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
る
。
た
し
か
に
結
果
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、『
西
哲
夢

物
語
』
第
一
部
は
、「
グ
ナ
イ
ス
ト
氏
談
話
」
つ
ま
り
グ
ナ
イ
ス
ト
の
講
義
筆
記
録
で
あ
っ
て
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
そ
れ
で
は
な
い
。
だ
が
吉

野
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
思
い
い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
吉
野
が
『
西
哲
夢
物
語
』
の
入
手
時
は
も
と
よ
り
、『
明
治
文
化
全
集
』
刊

行
の
時
点
で
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
存
在
は
と
も
か
く
、
そ
の
役
割
に
対
し
て
は
関
心
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
吉
野
が
古
書
店
で
『
西
哲
夢
物
語
』
を
手
に
し
た
と
き
、
彼
は
実
際
に
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
遭
遇
し
て
い
た
。
と

い
う
の
も
、
そ
の
第
三
部
を
構
成
す
る
日
本
憲
法
草
案
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
の
は
の
ち
の
こ
と
に
な
る
し
、
最
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
吉
野
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
が
な

か
っ
た
。

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
年
末
、「
ス
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
伊
藤
博
文
」
を
執
筆
す
る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
吉
野
作
造
は
よ

う
や
く
ド
イ
ツ
人
と
明
治
憲
法
と
の
関
係
に
関
心
を
向
け
た
。
新
た
な
資
料
を
発
見
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
趣
味
の
古
本
漁
り
を

回
顧
す
る
過
程
で
の
方
針
転
換
で
あ
っ
た
。
吉
野
は
こ
の
年
の
十
二
月
八
日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
、「
古
書
珍
重
」
と
銘
打
っ
た
短
文
を

『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載
し
た
。
そ
の
各
回
の
標
題
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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日
本
憲
法
に
貢
献
し
た
外
人

憲
法
制
定
当
時
と
秘
密
出
版

ス
タ
イ
ン
の
功
績

故
渡
辺
博
士
の
蔵
書
か
ら

『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
』

い
ず
れ
も
、
明
治
憲
法
の
起
草
に
当
た
っ
て
貢
献
し
た
、
と
く
に
ド
イ
ツ
人
を
紹
介
し
た
文
章
で
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
た
と
え
ば

「
日
本
憲
法
に
貢
献
し
た
外
人
」
で
は
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
に
お
け
る
『
西
哲
夢
物
語
』
の
発
見
に
絡
ん
で
「
グ
ナ
イ
ス
ト
氏
談
話
」

に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
』」
に
お
い
て
は
、
大
正
十
五
年
に
古
書
展
覧
会
で
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
』

と
題
す
る
手
稿
本
を
購
入
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
ル
ス
レ
ル
」
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
指
す

こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
吉
野
作
造
に
よ
る
明
治
憲
法
制
定
史
の
研
究
は
、『
西
哲
夢
物
語
』
と
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第

一
』
の
発
見
を
も
っ
て
始
ま
り
、「
グ
ナ
イ
ス
ト
氏
」
か
ら
「
ル
ス
レ
ル
氏
」
へ
と
到
達
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
ル
ス
レ
ル
つ
ま
り
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
「
発
見
」
と
は
、
吉
野
の
憲
法
制
定
史
研
究
の
限
界
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
大
き
な
展

望
を
開
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
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二　

憲
法
制
定
の
舞
台
裏

伊
藤
博
文
に
よ
る
明
治
憲
法
の
制
定
作
業
は
、
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
憲
法
調
査
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
。

正
味
約
一
年
の
欧
州
滞
在
の
大
半
が
グ
ナ
イ
ス
ト
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
を
聴
く
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
こ
と
も
、
吉
野
作
造
が
実
証
的
に
指

摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
伊
藤
は
ド
イ
ツ
流
の
憲
法
学
に
よ
っ
て
民
権
派
の
性
急
で
過
激
な
憲
法
論
に
対
抗
し
う
る
こ
と
に
、

大
き
な
自
信
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

グ
ナ
イ
ス
ト
と
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
し
て
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
モ
ッ
セ
と
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
つ
い
て
言
及
し
て
お

く
。
伊
藤
博
文
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
最
初
に
グ
ナ
イ
ス
ト
に
学
び
、
次
い
で
ウ
ィ
ー
ン
で
シ
ュ
タ
イ
ン
に
学
ん
だ
。
夏
休
み
に
ウ
ィ
ー
ン
に
到

着
し
て
間
も
な
く
、
伊
藤
は
日
本
に
向
け
て
書
簡
を
認
め
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
モ
ッ
セ
と
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
登
場
す
る
。
伊
藤
は
、
ベ
ル
リ
ン

で
モ
ッ
セ
と
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
「
発
見
」
し
た
の
で
あ
る
。
帰
国
後
の
実
際
の
憲
法
起
草
作
業
か
ら
す
れ
ば
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の

講
義
よ
り
も
、
モ
ッ
セ
と
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
「
発
見
」
の
ほ
う
が
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
は
モ
ッ
セ
で
あ
る
。
以
下
に
示
す
の
は
、
明
治
十
五
年
八
月
九
日
付
の
岩
倉
具
視
宛
書
簡
で
あ
る
。

着
欧
以
来
、
僅
々
二
ケ
月
半
に
御
座
候
へ
共
、
独
逸
に
て
有
名
憲
法
学
師
グ
ナ
イ
ス
ト
に
就
て
、
一
週
間
三
回
宛
の
談
話
を
為

す
を
得
、
外
一
法
師
と
共
に
、
一
週
間
三
回
宛
独
逸
国
の
憲
法
よ
り
、
政
府
百
般
の
組
織
、
地
方
自
治
の
限
界
等
に
至
る
迄
、

法
学
上
の
順
序
に
依
り
、
講
窮
仕
、
大
要
不
残
筆
記
仕
候
故
、
追
て
諸
公
の
瀏
覧
に
も
可
供
心
得
に
御
座
候
）
6
（　
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文
中
に
「
一
法
師
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
モ
ッ
セ
で
あ
る
。
モ
ッ
セ
は
、「
有
名
憲
法
学
師
」
グ
ナ
イ
ス
ト
と
と
も
に
、
少
な
く
と

も
夏
休
み
前
、
そ
れ
ぞ
れ
週
に
三
回
ず
つ
の
体
系
的
な
講
義
を
お
こ
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
聴
講
し
た
の
は
伊
藤
博
文
本
人
で
あ
る

が
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
講
義
で
あ
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
公
使
の
青
木
周
蔵
が
通
訳
に
当
た
り
、
陪
席
の
伊
東
巳
代
治
が
英
文
あ
る
い
は
日
本

文
で
筆
記
し
た
）
7
（

。
グ
ナ
イ
ス
ト
と
モ
ッ
セ
に
よ
る
並
行
的
な
講
義
形
態
は
、
例
の
『
西
哲
夢
物
語
』
冒
頭
の
、「
モ
ツ
セ
ハ
学
問
上
ヨ
リ
巨

細
ニ
可
申
上
自
分
実
際
上
ヨ
リ
大
体
ノ
事
を
可
申
」
な
る
一
文
に
も
照
応
し
て
い
る
。
モ
ッ
セ
は
グ
ナ
イ
ス
ト
の
高
弟
で
あ
っ
た
が
、
ユ
ダ

ヤ
系
の
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
国
内
で
の
世
俗
的
出
世
は
望
め
な
か
っ
た
。
伊
藤
博
文
へ
の
講
義
は
、
せ
め
て
日
本
政
府
と
の
関
係
を
結
ば
せ
よ
う

と
の
グ
ナ
イ
ス
ト
の
配
慮
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
数
年
後
に
モ
ッ
セ
は
日
本
に
招
聘
さ
れ
て
、
憲
法
の
起
草
に
も
関
わ
る
こ

と
に
な
る
。

モ
ッ
セ
の
「
発
見
」
以
上
に
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
「
発
見
」
は
さ
ら
に
劇
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
、
伊
藤
博
文
の

出
立
以
前
か
ら
日
本
政
府
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
憲
法
関
連
の
相
談

役
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
伊
藤
博
文
が
欧
州
派
遣
に
先
立
つ
時
点
で
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
正
当
に
評
価
し
て
い
た

気
配
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
伊
藤
は
ド
イ
ツ
に
到
着
し
て
は
じ
め
て
、
ド
イ
ツ
側
に
お
け
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
評
価
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
紹
介
し
た
岩
倉
具
視
宛
書
簡
か
ら
間
も
な
く
、
伊
藤
は
八
月
二
十
七
日
付
で
内
務
卿
山
田
顕
義
宛
に
奇
妙
な
書
簡
を
送
っ
た
。
こ
の

書
簡
に
お
い
て
、
伊
藤
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
み
ら
れ
る
「
パ
ー
リ
ア
メ
ン
タ
ル
ガ
ブ
ル
メ
ン
ト
」
つ
ま
り
議
院
内
閣
制
を
批
判
し

て
、「
独
逸
学
者
」
の
い
う
立
憲
君
主
制
を
日
本
憲
法
に
も
導
入
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
君
主
は
憲
法
に
優
位
す
べ
き

と
の
主
張
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
書
簡
の
末
尾
に
、
細
字
で
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
た
。

ロ
エ
ス
レ
ル
の
説
は
自
由
に
傾
斜
せ
る
こ
と
を
往
々
発
見
せ
り
。
此
人
孛
国
の
政
治
に
反
対
家
な
り
）
8
（

。
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「
ロ
エ
ス
レ
ル
」（
ロ
ェ
ス
ラ
ー
）
が
自
由
主
義
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
政
府
は
民
権
派
に
通
じ
る
人
物
を
雇
用
し
た
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
彼
は
「
孛
国
」（
プ
ロ
イ
セ
ン
）
政
府
に
反
対
の
立
場
を
採
っ
て
い
た
。
来
日
以
前
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
、
北
ド
イ
ツ
の
ロ
シ
ュ
ト
ッ

ク
大
学
で
国
家
学
の
教
授
を
務
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
首
相
兼
ド
イ
ツ
帝
国
宰
相
の
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
社
会
主
義
者

鎮
圧
政
策
に
抗
議
し
て
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
日
本
政
府
と
雇
用
契
約
を
結
び
、
ド
イ
ツ
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
ビ
ス
マ
ル
ク
か
ら

す
れ
ば
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
自
由
主
義
者
ど
こ
ろ
か
社
会
主
義
者
と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

伊
藤
博
文
は
、
そ
の
こ
と
を
ビ
ス
マ
ル
ク
本
人
か
ら
聞
か
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
ロ
ェ
ス
ラ
ー
来
日
の
真
相
を
知
っ
た
。
青
木
周
蔵
に
対
し

て
も
、
雇
用
の
経
緯
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
伊
藤
は
山
田
宛
に
書
簡
を
認
め
た
。
内
務
卿
へ
の
情
報

伝
達
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
身
辺
調
査
を
命
じ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
は
い
え
、
調
査
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー

が
在
日
の
ド
イ
ツ
人
社
会
で
反
ド
イ
ツ
な
運
動
を
企
て
た
と
か
、
日
本
に
社
会
主
義
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
と
か
の
確
証
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
日
本
に
お
け
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
社
交
を
嫌
い
）
9
（

、
親
し
か
っ
た
の
は
、
彼
の
直
接
の
上
司
と
な
っ
た
井
上
毅
た
だ
独
り
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
思
想
は
、
井
上
を
介
し
て
憲
法
起
草
に
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。

吉
野
作
造
が
発
見
し
た
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
』
と
は
、
憲
法
起
草
に
関
わ
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
と
井
上
毅
の
問
答
で
あ
る
。
井
上
は
、
き
わ
め

て
有
能
な
法
制
官
僚
で
あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
の
憲
法
取
調
に
井
上
毅
は
随
行
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
も
井
上
は
伊
藤
と
は
別
途
に

憲
法
起
草
の
準
備
を
し
て
お
り
、
井
上
か
ら
の
様
々
な
諮
問
に
答
申
し
た
の
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤
博
文
が
ド
イ
ツ

で
グ
ナ
イ
ス
ト
と
モ
ッ
セ
か
ら
憲
法
講
義
を
聴
い
て
い
た
こ
ろ
、
日
本
で
は
井
上
毅
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
か
ら
同
様
に
憲
法
の
講
義
を
受
け
て
い

た
こ
と
に
な
る
。『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
』
は
、
そ
の
記
録
な
の
で
あ
る
）
10
（

。

右
大
臣
岩
倉
具
視
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
憲
法
お
よ
び
関
連
法
規
を
整
備
す
べ
く
、
一
方
で
は
伊
藤
参
議
を
欧
州
に
派
遣
し
、
他
方
で
井

上
を
国
内
に
留
め
て
、
同
時
進
行
的
に
憲
法
取
調
を
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
と
も
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
を
学
ば
せ
た
の
で
あ
っ
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た
。
吉
野
作
造
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
』
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
井
上
は
伊
藤
を
補
け
、
憲
法
と
皇
室
典
範
と
の
実
際
の
起
草
に
当
つ
た
人
と
し
て
、
明
治
十
四
五
年
頃
廟
堂
に
お
け

る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
憲
法
通
（
英
国
風
な
ら
ざ
る
）
と
し
て
、
従
つ
て
ま
た
明
治
元
勲
連
の
憲
法
学
上
の
師
範
役
と
し
て
、
も

つ
と
も
注
目
す
べ
き
人
格
で
あ
る
。
そ
の
人
を
早
き
に
お
い
て
啓
発
し
た
師
範
と
し
て
更
に
そ
の
か
げ
に
ル
ス
レ
ル
の
現
存
す

る
は
、
ま
た
我
々
の
見
逃
し
得
ざ
る
所
で
あ
る
）
11
（

。

憲
法
起
草
の
作
業
に
お
い
て
、
伊
藤
博
文
の
「
師
範
役
」
と
し
て
井
上
毅
が
お
り
、
さ
ら
に
井
上
の
「
か
げ
」
に
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
い

た
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
吉
野
作
造
は
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
年
末
に
発
表
し
た
「
古
書
珍
重
」
の
最
後
の
話
題
と
し
て
ロ
ェ
ス

ラ
ー
答
議
を
選
ん
だ
。
ま
た
、
こ
の
年
の
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
、
論
文
「
ス
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
伊
藤
博
文
」
を
執
筆
し
た
。
こ

の
論
文
の
脱
稿
を
待
っ
て
吉
野
は
入
院
し
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

最
晩
年
の
吉
野
が
、
伊
藤
博
文
に
よ
る
憲
法
取
調
と
、
井
上
毅
の
も
と
で
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
答
議
に
関
心
を
向
け
た
こ
と
を
、
繰
り
返
し
強

調
し
て
お
き
た
い
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
主
題
と
す
る
論
文
は
吉
野
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
遺
志
は
鈴
木
安
蔵
と
ヨ
ハ

ネ
ス
・
ジ
ー
メ
ス
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
の
ち
に
言
及
す
る
。

さ
て
、
伊
藤
博
文
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
の
八
月
に
、
憲
法
取
調
の
旅
か
ら
帰
国
し
た
。
帰
国
の
直
前
に
岩
倉
具
視
が
死
去

し
、
伊
藤
博
文
は
名
実
と
も
に
憲
法
制
定
の
最
高
責
任
者
と
な
っ
た
。
十
八
年
に
は
内
閣
制
度
を
創
設
し
て
、
伊
藤
み
ず
か
ら
が
初
代
の
内

閣
総
理
大
臣
と
な
っ
た
。
そ
の
間
に
も
憲
法
起
草
の
準
備
は
進
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
本
格
的
な
作
業
は
二
十
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
も
法
律
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
条
文
の
姿
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
具
体
的
な
も
の
に
な
る
。
明
治
憲
法
が
単
な
る
構
想
の
段
階

を
脱
し
て
条
文
起
草
の
段
階
に
入
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
二
十
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
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そ
の
時
期
を
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
四
月
三
十
日
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
日
に
「
日
本
帝
国

憲
法
草
案
」（E

n
tw

u
rf e

in
e

r V
e

rfassu
n

g
 fü

r d
as K

aise
rtu

m
 Jap

an

）、
い
わ
ゆ
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
が
井
上
毅
の
も
と
に
提
出
さ
れ
た

か
ら
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
明
治
憲
法
に
直
接
つ
な
が
る
最
初
の
憲
法
草
案
で
あ
っ
た
。
井
上
は
こ
の
ド
イ
ツ
語
草
案
を
五
月
末
日
ま
で
に
翻
訳

さ
せ
、
日
本
語
版
草
案
を
完
成
さ
せ
た
う
え
で
、
伊
藤
博
文
に
提
出
し
た
。
伊
藤
に
よ
る
憲
法
起
草
作
業
は
、
こ
う
し
て
六
月
初
頭
か
ら
開

始
さ
れ
た
。

憲
法
起
草
作
業
は
、
都
心
の
首
相
官
邸
を
離
れ
て
、
相
州
金
沢
の
地
で
秘
密
裡
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
作
業
に
参
加
し
た
の
は
、
総

理
大
臣
伊
藤
博
文
、
首
相
秘
書
官
の
伊
東
巳
代
治
お
よ
び
金
子
堅
太
郎
、
そ
れ
に
宮
内
省
図
書
頭
で
あ
っ
た
井
上
毅
の
四
名
の
み
で
あ
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
こ
れ
に
直
接
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
が
）
12
（

、
代
わ
り
に
彼
の
草
案
が
参
加
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
も
ま
た

陰
の
参
加
者
で
あ
っ
た
。

起
草
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、「
東
屋
」
と
い
う
料
亭
旅
館
で
あ
っ
た
。
伊
藤
博
文
を
は
じ
め
伊
東
巳
代
治
と
金
子
堅
太
郎
は
こ
の

旅
館
に
宿
泊
し
、
ま
た
井
上
毅
は
近
く
の
旅
館
か
ら
通
っ
て
、
連
日
作
業
に
従
事
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
六
日
の
夜
、
東
屋
に
何
者
か
が

侵
入
し
伊
東
巳
代
治
の
寝
所
か
ら
鞄
を
盗
み
出
し
た
。
こ
の
鞄
に
は
憲
法
草
案
が
入
っ
て
い
た
の
で
一
時
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
が
、
間
も
な
く

鞄
は
発
見
さ
れ
、
現
金
は
と
も
か
く
、
草
案
そ
の
も
の
は
「
無
事
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
）
13
（

。
こ
の
よ
う
に
金
子
は
証
言
し
て
い
る
。

だ
が
そ
の
真
偽
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
窃
盗
事
件
か
ら
間
も
な
く
、
明
治
二
十
年
十
月
付
で
『
西
哲
夢
物
語
』
が
秘
密
出
版
さ
れ
、
そ
こ
に
憲
法
草
案
が

収
録
さ
れ
て
い
た
。
窃
盗
事
件
と
の
関
連
は
不
明
な
が
ら
、
憲
法
草
案
が
漏
洩
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
伊
東
巳
代
治

の
鞄
に
入
っ
て
い
た
の
も
、『
西
哲
夢
物
語
』
と
し
て
流
布
し
た
の
も
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
日
本
語
版
で
あ
っ
た
。

『
西
哲
夢
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
吉
野
作
造
と
の
関
連
で
す
で
に
概
要
を
紹
介
し
た
。
こ
の
秘
密
出
版
物
は
、
三
種
類
の
文
書
を
綴
じ
合

わ
せ
て
桃
色
の
表
紙
を
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
表
紙
に
は
「
明
治
二
十
年
十
月
印
刷
／
西
哲
夢
物
語　

全
」
等
と
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
内
容
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は
、
①
「
西
哲
夢
物
語
」
で
始
ま
る
全
二
十
回
に
わ
た
る
講
義
筆
記
録
、
②
「
王
国
」
で
始
ま
る
簡
単
な
注
記
を
付
し
た
全
百
十
九
条
の
条

文
、
③
「
原
規
」
で
始
ま
る
全
九
十
四
条
の
条
文
、
か
ら
成
っ
て
い
る
。

そ
の
出
所
な
い
し
出
典
に
つ
い
て
は
ま
だ
完
全
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
①
は
グ
ナ
イ
ス
ト
に
よ
る
憲
法
講

義
、
②
は
一
八
五
〇
年
の
改
正
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
憲
法
、
そ
し
て
③
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
よ
る
日
本
国
憲
法
草
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
文

書
は
、『
明
治
文
化
全
集
』
に
収
録
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
グ
ナ
イ
ス
ト
氏
談
話
」「
普
魯
西
憲
法
」「
日
本
国
憲
法
原
規
」
と
い
う

標
題
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、『
西
哲
夢
物
語
』
と
題
し
て
合
綴
さ
れ
た
三
つ
の
文
書
は
個
別
的
に
で
は
な
く
、
連
続
的
な
一
つ
の
物
語
と
し
て

読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
秘
密
出
版
を
企
て
た
者
は
、
入
手
し
た
三
つ
の
文
書
を
適
当
に
綴
じ
合
わ
せ
た
の
で
は
な
く
、

こ
れ
に
よ
っ
て
一
連
の
物
語
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
物
語
と
は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
（
西
哲
）
に
教

授
さ
れ
た
伊
藤
博
文
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
倣
っ
て
日
本
の
憲
法
を
起
草
し
て
い
る
と
い
う
、
明
治
二
十
年
当
時
に
実
際
に
進
行
し
て
い

た
政
治
状
況
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
民
権
派
の
一
部
は
こ
の
状
況
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
、
伊
藤
と
彼
の
政
府
に
攻
撃
を
加
え
る
べ

く
秘
密
出
版
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
物
語
、
つ
ま
り
状
況
認
識
は
、
起
草
者
の
一
人
で
あ
っ
た
金
子
堅
太
郎
も
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
筋
で
は
誤
っ
て
い

な
い
）
14
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
物
語
を
語
る
う
え
で
最
も
重
要
な
要
素
は
「
日
本
国
憲
法
原
規
」
つ
ま
り
憲
法
草
案
の
暴
露
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
金
子
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
よ
う
に
、
厳
重
な
管
理
の
も
と
秘
密
裡
に
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
の
憲
法
起
草
作
業
で
あ
っ
た

に
も
拘
ら
ず
、
肝
心
の
憲
法
草
案
が
流
出
す
る
と
い
う
「
珍
事
」
が
出
来
し
た
。
さ
ら
に
奇
妙
な
こ
と
に
は
、
こ
の
国
家
的
重
大
事
に
際
し

て
、
当
の
起
草
者
た
ち
に
さ
ほ
ど
動
揺
し
た
様
子
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

憲
法
草
案
の
漏
洩
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
の
起
草
者
が
疑
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
東
屋
旅
館
で
伊
東
巳
代
治
の
鞄
が
盗
ま
れ
た
際
、

草
案
は
実
は
写
し
取
ら
れ
た
あ
と
で
戻
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
秘
密
出
版
事
件
の
逮
捕
者
が
、
漏
洩
元
と
し
て
金
子
堅
太
郎
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を
名
指
し
し
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
毅
の
下
僚
か
ら
流
出
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
伊
藤
博
文
本
人
の
手
元
か
ら
写
し
取
ら
れ
た

と
か
、
伊
藤
が
意
図
的
に
民
権
派
に
流
し
た
と
い
う
説
ま
で
あ
る
。
起
草
者
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
か
ら
漏
れ
た
と
い
う
こ
と
さ
え
、
あ
り
う
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
ド
イ
ツ
語
版
を
日
本
語
訳
し
た
翻
訳
者
か
ら
漏
洩
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
）
15
（

。

『
西
哲
夢
物
語
』
秘
密
出
版
事
件
は
、
政
府
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
摘
発
さ
れ
た
。
前
後
し
て
、
不
平
等
条
約
改
正
問
題
に
関
わ
る
諸
々
の

秘
密
出
版
事
件
も
、
徹
底
的
に
摘
発
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
民
権
派
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
民
権
派
側
も
政
府
側
も
憲
法
起
草
関
連
の
秘

密
出
版
と
条
約
改
正
関
連
の
秘
密
出
版
を
別
個
の
も
の
と
は
み
て
い
な
い
。
政
府
は
こ
れ
を
契
機
に
年
末
に
保
安
条
例
を
公
布
し
て
、
民
権

派
を
根
こ
そ
ぎ
排
除
し
た
。
そ
の
結
果
、
憲
法
起
草
作
業
が
格
段
に
や
り
や
す
く
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
草

案
の
流
出
こ
そ
が
、
憲
法
制
定
の
環
境
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
の
一
連
の
出
来
事
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
進
展
し
た
。

三　

鈴
木
安
蔵
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ジ
ー
メ
ス

明
治
憲
法
の
制
定
過
程
を
裏
側
か
ら
検
証
し
て
み
る
と
き
、
ど
う
に
も
解
せ
な
い
の
は
起
草
者
た
ち
に
よ
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
位
置
づ

け
で
あ
る
。『
西
哲
夢
物
語
』
事
件
に
お
い
て
、
民
権
派
側
に
憲
法
草
案
が
流
出
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
当
の
起
草
者
た
ち
に
は
意
外
に
も
動

揺
が
み
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
金
子
堅
太
郎
は
、
草
案
の
漏
洩
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

是
に
於
て
井
上
と
謀
り
其
の
草
案
を
警
視
庁
か
ら
取
寄
せ
て
見
る
と
、
夏
島
憲
法
の
草
案
で
な
く
、
全
く
曩
に
ロ
エ
ス
レ
ル
が

起
草
し
た
私
案
で
あ
つ
た
か
ら
、
別
に
そ
の
出
所
等
を
捜
索
す
る
必
要
も
な
く
其
の
儘
に
放
任
し
た
）
16
（

。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
西
哲
夢
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
秘
密
出
版
事
件
が
起
こ
り
、
憲
法
草
案
が
漏
洩
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
漏
洩
元
に
つ
い
て
は
、
伊
東
巳
代
治
、
金
子
堅
太
郎
、
井
上
毅
ば
か
り
で
な
く
、
伊
藤
博
文
の
可
能
性
さ
え
あ
る
の
だ
が
、
そ

の
ゆ
え
か
、
彼
ら
は
そ
の
詮
索
を
積
極
的
に
お
こ
な
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
秘
密
出
版
の
直
接
の
実
行
者
こ
そ
摘
発
さ
れ
た
も
の
の
、
漏

洩
し
た
草
案
の
出
所
に
つ
き
「
其
の
儘
に
放
任
し
た
」
と
は
、
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
理
由
は
、
流
出
し
た
の
は
ロ
ェ
ス

ラ
ー
（
ロ
エ
ス
レ
ル
）
の
「
私
案
」
で
あ
っ
て
「
夏
島
憲
法
の
草
案
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
金
子
は
、
故
意
に
問
題
を
小
さ
く

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
伊
藤
博
文
ら
が
東
京
を
離
れ
て
憲
法
起
草
作
業
を
開
始
し
た
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
六
月
初
頭
の
時
点
で
、
ま
と
も
な

憲
法
草
案
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
作
成
の
も
の
し
か
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
井
上
毅
は
甲
案
お
よ
び
乙
案
と
称
す
る
憲
法
草
案
を
提
出
し
た
。
し

か
し
、
井
上
の
両
案
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
案
を
踏
ま
え
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
文
言
を
み
て
も
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
案
は
明
治
憲
法
に
類
似

し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
い
わ
ゆ
る
夏
島
草
案
そ
の
も
の
が
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
を
下
敷
き
に
、
甲
案
・
乙
案
を
踏
ま
え
つ
つ
、
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

金
子
堅
太
郎
の
い
う
「
夏
島
憲
法
の
草
案
」
と
は
夏
島
草
案
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
東
屋
旅
館
で
の
盗
難
事
件
に
よ
り
、
起
草
作

業
を
夏
島
に
移
し
た
あ
と
に
作
成
さ
れ
た
草
案
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
明
治
二
十
年
の
起
草
作
業
は
、
六
月
初
頭
か
ら
相
州
金
沢
の

「
東
屋
」
で
始
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
六
日
の
晩
に
何
者
か
が
侵
入
し
て
伊
東
巳
代
治
の
鞄
が
盗
ま
れ
た
。
そ
の
際
、
憲
法
草
案
は

無
事
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
契
機
に
作
業
の
場
は
夏
島
に
移
さ
れ
た
。
夏
島
は
、
当
時
は
金
沢
沖
の
離
れ
小
島
で
あ
っ
た
が
、

そ
こ
に
伊
藤
博
文
の
別
荘
が
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
盗
難
事
件
以
降
、
夏
島
で
の
起
草
作
業
が
始
ま
っ
て
、
そ
こ
で
作
成
さ
れ
た
の

が
夏
島
草
案
な
の
で
あ
る
。

金
子
は
「
ロ
エ
ス
レ
ル
が
起
草
し
た
私
案
」
と
「
夏
島
憲
法
の
草
案
」
を
区
別
し
て
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
価
値
を
こ
と
さ
ら
に
低
く
み

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
と
夏
島
草
案
、
そ
し
て
実
際
に
発
布
さ
れ
た
明
治
憲
法
と
は
、
連
続
的
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
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る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
以
上
、「
ロ
エ
ス
レ
ル
が
起
草
し
た
私
案
」
が
流
出
し
て
も
問
題
な
い
と
の

金
子
の
見
解
は
、
自
己
欺
瞞
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、『
西
哲
夢
物
語
』
を
流
布
さ
せ
た
民
権
派
は
あ
る
意
味
で
国
粋
派
で

も
あ
っ
た
か
ら
、
入
手
し
た
草
案
の
起
草
者
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
い
っ
そ
う
政
府
攻
撃
を
強
め
た
は
ず
で
あ
る
。『
西

哲
夢
物
語
』
は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
に
学
ん
だ
伊
藤
博
文
が
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
倣
っ
て
日
本
憲
法
を
編
纂
し
た
、
と
い
う
物
語
を
構
成

し
て
い
た
。
そ
れ
が
日
本
憲
法
の
起
草
者
ま
で
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
民
権
派
の
攻
撃
は
さ
ら
に
激
し
い
も
の
に

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
西
哲
夢
物
語
』
の
秘
密
出
版
以
降
、
民
権
派
の
反
政
府
運
動
は
急
速
に
終
息
す
る
。
秘
密
出
版
事
件
の
摘
発
を
は
じ
め
、

保
安
条
例
な
ど
に
よ
る
弾
圧
が
効
を
奏
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
に
加
え
て
肝
心
の
憲
法
草
案
が
反
対
運
動
の
気
勢
を
削
い
だ
こ
と

が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
端
的
に
い
え
ば
、
意
想
外
に
良
く
で
き
た
憲
法
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
ロ
ェ

ス
ラ
ー
草
案
は
漏
洩
し
た
の
で
は
な
く
、
伊
藤
博
文
が
意
図
的
に
公
表
し
た
と
の
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
憲
法
草
案
の
流
出
と
い
う
大

失
態
に
も
拘
ら
ず
、
伊
藤
ら
に
動
揺
が
み
ら
れ
ず
、
出
所
を
問
お
う
と
し
な
い
の
も
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
起
草
者
は
、
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
対
象
と
し
た
思
想
史
的
研
究
は
、
い
ま

だ
充
分
で
は
な
い
。
吉
野
作
造
は
『
西
哲
夢
物
語
』
と
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
』
を
発
見
し
た
が
、
そ
の
相
互
の
関
係
に
ま
で
は
考
察
を
進
め

て
い
な
い
。『
西
哲
夢
物
語
』
の
眼
目
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
憲
法
草
案
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
井
上
毅
と
の
あ
い
だ
の
「
答
議
」
を
踏
ま
え
て
い

た
と
い
う
点
に
ま
で
、
吉
野
の
研
究
は
及
ば
な
か
っ
た
。
吉
野
は
こ
の
二
つ
の
文
献
を
『
明
治
文
化
全
集
』
に
収
録
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か

し
『
西
哲
夢
物
語
』
は
憲
政
篇
、『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
』
は
雑
史
篇
に
分
載
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。
最
晩
年
の
吉
野
が
、
一
方
で
「
グ
ナ
イ

ス
ト
氏
談
話
」
の
正
体
に
固
執
し
、
他
方
で
ロ
ェ
ス
ラ
ー
答
議
の
存
在
に
着
目
し
た
こ
と
も
、
す
で
に
述
べ
た
。

お
雇
い
ド
イ
ツ
人
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
研
究
は
、
鈴
木
安
蔵
か
ら
吉
野
作
造
に
受
け
継
が
れ
た
。
彼
ら
の
交
流
は
、
吉
野
の
急
死

に
よ
り
わ
ず
か
二
か
月
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
の
だ
が
、
明
治
憲
法
制
定
史
の
研
究
は
鈴
木
に
よ
っ
て
確
実
に
継
承
さ
れ
、
そ
れ
は
『
憲
法
制
定
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と
ロ
エ
ス
レ
ル
』
と
し
て
結
実
し
た
。
鈴
木
の
こ
の
著
書
は
、
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
の
刊
行
で
あ
る
が
、
そ
の
序
文
に
は
吉
野
作
造

へ
の
追
憶
が
記
さ
れ
て
い
る
。

帝
国
憲
法
原
案
に
対
す
る
ロ
エ
ス
レ
ル
の
直
接
的
関
係
に
つ
い
て
の
私
の
最
初
の
研
究
「
日
本
憲
法
制
定
に
対
す
る
ヘ
ル
マ

ン
・
ロ
エ
ス
レ
ル
の
寄
与
」（
昭
和
十
年
五
月
）
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
の
業
績
の
最
初
の
発
見
者
た
る
故
吉
野
作
造
博
士
の
墓
前

に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
私
が
日
本
憲
法
史
の
研
究
に
着
手
し
て
間
も
な
く
昭
和
八
年
早
春
同
博
士
は
溘
焉
と
し
て
逝

か
れ
た
。
私
は
そ
の
訃
報
に
接
し
て
茫
然
た
る
も
の
が
あ
つ
た
。

「
ロ
ス
レ
ル
氏
答
議
」
読
み
つ
ゝ
は
ふ
り
く
る
涙
や
ま
ず
し
て
筆
断
て
る
か
も
（
同
年
三
月
十
九
日
の
日
記
よ
り
）
17
（

）

吉
野
作
造
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
三
月
十
八
日
に
亡
く
な
っ
た
が
、
鈴
木
安
蔵
は
そ
の
こ
と
を
翌
十
九
日
の
新
聞
で
知
っ
た
。
吉

野
か
ら
直
接
託
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
な
が
ら
、
鈴
木
の
憲
法
制
定
史
研
究
は
初
め
か
ら
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
に
着
目
し
て
お
り
、
そ
の
日
は

た
ま
た
ま
「
ロ
ス
レ
ル
氏
答
議
」
を
読
ん
で
い
た
。
こ
の
資
料
も
吉
野
か
ら
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
交
流
は
、
わ
ず
か
二
か

月
、
と
い
う
よ
り
も
二
回
の
面
談
と
何
度
か
の
手
紙
の
や
り
取
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
鈴
木
は
吉
野
の
厚
情
を
想
っ
て
涙
が
止
ま

ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
鈴
木
の
短
歌
に
は
、
吉
野
へ
の
哀
悼
の
意
と
研
究
継
承
の
決
意
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
吉
野
作
造
は
、

鈴
木
安
蔵
の
岳
父
栗
原
基
と
旧
制
二
高
以
来
の
友
人
で
あ
っ
た
。
鈴
木
を
吉
野
に
紹
介
し
た
の
も
栗
原
で
あ
る
）
18
（

。

鈴
木
安
蔵
が
読
ん
で
い
た
「
ロ
ス
レ
ル
氏
答
議
」
と
は
、『
明
治
文
化
全
集
』
雑
史
篇
に
収
録
さ
れ
た
「
ロ
ス
レ
ル
氏
答
議
」
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
答
議
記
録
は
吉
野
作
造
の
解
題
を
付
し
て
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
も
う
一
つ
の
可
能
性

と
し
て
、
昭
和
七
年
の
年
末
に
掲
載
さ
れ
た
「
古
書
珍
重
」
記
事
中
の
、「
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す

で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
も
吉
野
が
書
い
た
も
の
だ
が
、
全
集
の
解
題
よ
り
も
こ
の
紹
介
記
事
の
ほ
う
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
の
意
義
に
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つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
ろ
う
し
、
時
間
的
近
接
と
い
う
点
で
は
、
吉
野
の
訃
報
を
知
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
数
か
月
前
の
新

聞
記
事
に
目
を
通
し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、「
ロ
ス
レ
ル
」「
ル
ス
レ
ル
」「
ロ
ェ
ス
ラ
ー
」
と
や
や
こ
し
い
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
、
ロ
ェ
ス

ラ
ー
研
究
に
と
も
な
う
厄
介
さ
が
あ
る
。
吉
野
作
造
自
身
は
表
記
の
相
違
に
頓
着
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
鈴
木
安
蔵
の
『
憲
法
制
定
と
ロ

エ
ス
レ
ル
』
は
、
こ
の
厄
介
さ
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
本
文
に
先
立
つ
「
例
言
」
か
ら
の
一
節

で
あ
る
。ロ

エ
ス
レ
ル
、
ロ
ヰ
ス
レ
ル
、
ロ
イ
ス
レ
ル
、
リ
ョ
ー
ス
レ
ル
、
レ
ー
ス
レ
ル
、
レ
ス
レ
ル
、
ル
ス
レ
ル
、
レ
ス
ラ
ー
等
と

今
日
ま
で
種
々
に
呼
ば
れ
て
来
た
。
比
較
的
原
音
に
近
く
記
す
な
ら
ば
レ
ー
ス
ル
も
し
く
は
レ
ー
ス
ラ
が
適
切
で
あ
ら
う
が
、

本
書
に
お
い
て
は
、
答
議
類
に
も
最
も
多
く
使
用
さ
れ
且
つ
最
も
広
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
ロ
エ
ス
レ
ル
な
る
呼
び
方
を
採
つ
た
）
19
（

。

〔
傍
点
原
文
〕

H
e

rm
an

n
 R

o
e

sle
r

に
つ
い
て
の
日
本
語
表
記
の
多
彩
さ
は
、
こ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
吉
野
作
造
が
用
い
た
「
ロ
ス
レ
ル
」
を

鈴
木
安
蔵
は
挙
げ
て
い
な
い
し
、
本
稿
で
用
い
て
い
る
「
ロ
ェ
ス
ラ
ー
」
も
同
様
で
あ
る
。
他
の
人
物
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の

の
、
こ
れ
ほ
ど
に
多
様
な
表
記
で
も
っ
て
論
じ
ら
れ
る
外
国
人
は
例
が
な
い
。
そ
の
直
接
の
理
由
は
、
鈴
木
が
い
う
よ
う
に
、「
答
議
類
」

に
お
け
る
表
記
の
多
さ
に
あ
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
井
上
毅
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
や
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
回
答
し
た
が
、
そ
の

際
の
日
本
語
翻
訳
者
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ま
た
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
使
用
言
語
に
も
影
響
さ
れ
て
、
そ
の
都
度
の
便
宜
的
な
日
本
語
表
記
と

な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
表
記
の
多
様
性
の
根
本
的
な
理
由
は
、
も
う
少
し
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
お
雇
い
ド
イ
ツ
人
と
し
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て
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
、
き
わ
め
て
有
能
な
存
在
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ゆ
え
に
井
上
毅
や
伊
藤
博
文
に
囲
い
込
ま
れ
、
彼
ら
の
便
利

な
道
具
に
徹
し
て
、
そ
の
結
果
固
有
の
人
格
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
の
起
草
が
秘
密
裏
に
進
め
ら

れ
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
実
質
的
に
ド
イ
ツ
人
が
明
治
憲
法
を
起
草
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
す
が
に
公
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
。
だ
が
急
い
で
付
け
加
え
れ
ば
、
陰
の
存
在
に
終
始
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
自
身
の
望
ん
だ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
前
に

も
触
れ
た
よ
う
に
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
「
孛
国
の
政
治
に
反
対
家
」
で
あ
り
、
在
日
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
と
の
交
際
さ
え
意
識
的
に
避
け
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
語
表
記
の
多
様
さ
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
像
を
拡
散
さ
せ
、
彼
の
人
物
研
究
の
妨
げ
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
、
鈴
木
が
「
ロ
エ
ス
レ
ル
」
な
る
統
一
的
な
表
記
を
提
唱
し
た
こ
と
は
、
研
究
者
と
し
て
の
見
識
の
表
れ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
本
稿
で

は
、
あ
え
て
「
ロ
ェ
ス
ラ
ー
」
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
鈴
木
以
外
の
も
う
一
つ
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
に
敬
意
を
表
す
る
た

め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ジ
ー
メ
ス
に
よ
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
著
書
の
標
題
は
『
日
本
国
家
の
近
代
化
と

ロ
ェ
ス
ラ
ー
』
と
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
の
著
書
か
ら
だ
い
ぶ
遅
れ
て
、
昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
の
刊
行
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
出
版

の
時
期
こ
そ
異
な
る
が
、
実
は
鈴
木
と
ジ
ー
メ
ス
の
手
に
な
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
は
、
互
い
に
協
力
し
つ
つ
同
時
並
行
的
に
お
こ
な
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

鈴
木
安
蔵
は
、
彼
の
最
初
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
と
し
て
、「
日
本
憲
法
制
定
に
対
す
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
エ
ス
レ
ル
の
寄
与
」
を
み
ず
か
ら

挙
げ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
ま
ず
明
治
文
化
研
究
会
の
機
関
誌
『
明
治
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
、
鈴
木
は
他
の
論
稿

と
と
も
に
自
著
『
日
本
憲
法
史
研
究
』
に
収
め
て
出
版
し
た
。
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
来
日
し
て
広
島
に
滞
在
し
て
い

た
ジ
ー
メ
ス
が
、
こ
の
書
物
を
偶
然
に
も
書
店
で
手
に
し
た
。
ジ
ー
メ
ス
は
日
本
語
に
堪
能
で
あ
っ
た
が
、
最
初
に
目
に
留
め
た
の
は
本
文

よ
り
も
見
開
き
の
石
版
画
の
ほ
う
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
日
本
で
制
作
さ
れ
た
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
肖
像
画
で
あ
っ
た
。

ジ
ー
メ
ス
は
ド
イ
ツ
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
で
あ
る
が
、
故
国
の
教
会
関
係
者
を
介
し
て
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
遺
族
か
ら
彼
の
日
本
で
の
事
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跡
に
つ
き
調
査
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
吉
野
作
造
亡
き
あ
と
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
つ
い
て
知
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
ジ
ー
メ
ス
は
偶
然
に
も
鈴
木
安
蔵
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ー
メ
ス
は
哲
学
教
授
と
し
て
上
智
大
学
に
着
任

す
る
や
、
た
だ
ち
に
鈴
木
と
連
絡
を
取
っ
た
。
鈴
木
に
し
て
も
、
す
で
に
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
に
着
手
し
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
時
代
の
ロ
ェ

ス
ラ
ー
の
学
問
的
業
績
に
関
し
て
は
資
料
の
不
足
を
感
じ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
鈴
木
安
蔵
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ジ
ー
メ
ス
の
共
同
研
究
が
始

ま
っ
た
。

こ
こ
で
そ
の
詳
細
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ジ
ー
メ
ス
に
よ
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
論
は
、
彼
が
来
日
す
る
に
い
た
っ
た
経
緯
を
明

ら
か
に
す
る
）
20
（

。
す
な
わ
ち
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
一
種
の
政
治
的
亡
命
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
来
日
以
前
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
、
北
ド

イ
ツ
の
ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
大
学
で
国
家
学
の
教
授
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
彼
の
主
著
『
社
会
行
政
法
』
は
、
広
義
の
社
会
主
義
的
な
行
政
法

論
と
し
て
、
す
で
に
学
界
で
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
に
と
っ
て
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
『
ド
イ
ツ
帝
国
憲

法
の
立
憲
的
価
値
に
つ
い
て
の
考
察
』
と
題
す
る
著
書
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
成
立
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
首
相
ビ
ス
マ
ル
ク
の
政
治
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
帝
国
憲
法
が
ビ
ス

マ
ル
ク
憲
法
と
俗
称
さ
れ
る
こ
と
も
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
帝
国
成
立
後
、
帝
国
宰
相
を
兼
務
し
た
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
文
化
闘
争
の
名

の
下
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
弾
圧
し
た
。
ま
た
、
一
八
七
八
年
十
月
二
十
一
日
に
は
、
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
を
公
布
し
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の

政
敵
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
社
会
主
義
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
「
講
壇
社
会
主
義
」（K

ath
d

e
rso

zialism
u

s

）
の
徒
と
目
さ
れ
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
社
会
主
義
で

は
な
い
も
の
の
、
彼
自
身
が
広
い
意
味
で
の
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
社
会
主
義
者
鎮
圧

法
に
反
対
し
て
、
公
布
の
翌
日
つ
ま
り
十
月
二
十
二
日
に
福
音
派
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
神
経
を
逆
撫
で
す
る
か

の
よ
う
に
し
て
、
社
会
主
義
者
で
あ
る
ば
か
り
か
カ
ト
リ
ッ
ク
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
勤
務
先
の
ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
大
学
は
、
福
音
派
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
在
職
の
条
件
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
こ
と
は
、
同
大
学
を
退
職
す
る
こ
と
を
意
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味
し
た
。
ド
イ
ツ
公
使
の
青
木
周
蔵
か
ら
、
日
本
で
の
雇
用
の
打
診
が
あ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
で
あ
る
。

四　

憲
法
「
起
草
者
」
と
し
て
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー

再
度
整
理
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
日
本
政
府
と
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
の
は
一
八
七
八
年
の
十
月
五
日
、
社
会
主
義
者

鎮
圧
法
の
公
布
が
十
月
二
十
一
日
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
が
十
月
二
十
二
日
で
あ
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
反
社
会
主
義
的
政

策
に
直
面
し
て
、
故
国
を
捨
て
る
こ
と
を
決
断
し
た
。
そ
こ
に
日
本
か
ら
招
聘
の
話
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
諾
す
る
こ
と
で
ド
イ
ツ
の
み
な
ら

ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
が
公
布
さ
れ
る
に
及
び
、
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て

ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
大
学
を
辞
し
た
。
要
す
る
に
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
二
大
政
策
、
つ
ま
り
反
カ
ト
リ
ッ
ク
と
反
社
会
主
義
の
路
線

に
真
っ
向
か
ら
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。
伊
藤
博
文
の
書
簡
に
記
さ
れ
た
「
孛
国
の
政
治
に
反
対
家
」
と
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
評
は
、
お
よ
そ
こ
の

よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
社
会
主
義
者
で
あ
る
ゆ
え
に
逮
捕
の
危
機
が
迫
っ
て
い
た
な
ど
の
切
迫
し
た
事
情
は
確
認
で
き
な
い
。
ビ
ス

マ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
に
住
み
続
け
る
こ
と
に
、
嫌
気
が
さ
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
個
人
主
義
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
よ
り
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
ほ
う
が
社
会
主
義
に
は
親
和
性
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
内
面
的
信
仰
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
を
選
択
す
る
必
然

性
も
見
出
さ
れ
な
い
。
ま
し
て
や
、
経
済
的
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
す
で
に
大
学
教
授
の
職
に
あ
る
者
が
わ
ざ
わ
ざ
極
東
の
日
本
に
赴

く
積
極
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
解
明
は
、
今
後
の
研
究
に
待
つ
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
こ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
嫌
悪
感
の
表
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
非

社
交
的
な
個
性
の
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
が
、
来
日
後
も
、
彼
は
在
日
の
ド
イ
ツ
人
社
会
と
の
交
流
を
意
図
的
に
避
け
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
唯
一
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の
例
外
は
、
遅
れ
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ッ
セ
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
双
方
の
夫
人
ど
う
し
の
交
際
で
あ
っ

て
、
け
っ
し
て
打
ち
解
け
た
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
モ
ッ
セ
は
グ
ナ
イ
ス
ト
の
弟
子
で
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
家
系
の
た
め

に
ド
イ
ツ
本
国
で
の
世
俗
的
出
世
は
望
め
な
か
っ
た
。
憲
法
問
題
に
戻
れ
ば
、
社
会
主
義
者
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
モ
ッ
セ
が
、
互

い
に
対
立
し
な
が
ら
、
と
も
に
井
上
毅
を
介
し
て
起
草
作
業
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
思
想
が
現
実
の
憲
法
に
ど
う
反
映
し
た
か
の
検
証
は
、
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
あ
く
ま
で

も
陰
の
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
も
っ
て
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
（
日
本
帝
国
憲
法
草
案
）
と
明
治
憲
法
（
大
日
本
帝
国
憲

法
）
の
章
立
て
を
比
較
対
照
し
て
み
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
）
21
（

 
　

明
治
憲
法

原
規

第
一
章　

天
皇 

第
一
章　

天
皇

第
二
章　

国
会 

第
二
章　

臣
民
権
利
義
務

第
三
章　

国
会
の
権
利 

第
三
章　

帝
国
議
会

第
四
章　

権
利
義
務 

第
四
章　

国
務
大
臣
及
枢
密
顧
問

第
五
章　

司
法 

第
五
章　

司
法

第
六
章　

行
政 

第
六
章　

会
計

第
七
章　

財
政 

第
七
章　

補
則

第
八
章　

通
則
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ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
と
明
治
憲
法
と
は
、
章
立
て
や
条
文
が
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
夏
島
草
案
や
枢
密
院

に
お
け
る
憲
法
制
定
会
議
な
ど
が
介
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
憲
法
の
基
本
的
な
構
想
に
お
い
て
、
や
は
り
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案

の
存
在
が
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
は
、
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
位
置
づ
け
と
し
て
表
れ
て
い
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
特
徴
は
、
な
に
よ
り
も
「
原
規
」（G

ru
n

d
b

e
stin

m
m

u
n

g

）
と
題
す
る
根
本
規
定
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い

わ
ゆ
る
前
文
で
は
な
く
、
法
的
効
力
を
有
す
る
条
文
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
第
一
章
に
先
立
つ
別
立
て
の
条
文
で
あ
り
、
国

家
の
基
本
的
な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
原
規
部
分
に
特
別
の
意
味
を
込
め
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
秘
密
出
版
事
件
と
の

関
連
で
、「
原
規
」
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
全
体
を
指
す
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
草
案
そ
の
も
の
の
標
題
と
誤
認
さ
れ
た
結
果
で
あ
る

が
、
期
せ
ず
し
て
、
原
規
部
分
が
憲
法
中
の
憲
法
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
第
一
章
に
天
皇
条
項
を
置
い
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
が
明
治
憲
法
に
採
用
さ
れ
、
現
行
の
昭
和
憲
法
に
ま
で
踏
襲
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
井
上
毅
の
甲
案
の
第
一
章
は
「
根
本
条
則
」
と
題
さ
れ
、
乙
案
の
第
一
章
は
「
主

権
」
で
あ
る
。
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
天
皇
」（K

aise
r

）
が
第
一
章
の
標
題
と
さ
れ
た
の
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
が
最
初
で
あ
っ

た
）
22
（

。
さ
ら
に
い
え
ば
、
明
治
憲
法
の
範
と
さ
れ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
場
合
、
第
一
章
は
領
土
規
定
で
あ
っ
て
、
第
三
章
に
な
っ
て
よ
う
や

く
国
王
規
定
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
原
規
規
定
を
も
含
め
て
、
冒
頭
に
天
皇
規
定
を
置
く
立
法
形
式
は
、
も
っ
ぱ
ら
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
創

案
に
負
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
よ
る
天
皇
条
項
の
内
容
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
に
そ
れ
を
掲
げ
、
明
治
憲
法
の
条
文
と
比
較

し
て
み
る
。

　

ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案

原
規
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第
一
条　

日
本
帝
国
ハ
万
世
分
割
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
世
襲
君
主
国
ト
ス

　
　

帝
位
ハ
帝
室
家
憲
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
帝
室
ニ
於
テ
之
ヲ
世
襲
ス

第
一
章　

天
皇

　

第
二
条　

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
、
帝
国
ノ
主
権
者
ナ
リ

　
　

天
皇
ハ
一
切
ノ
国
権
ヲ
総
攬
シ
此
憲
法
ニ
於
テ
欽
定
シ
タ
ル
規
定
ニ
従
ヒ
之
ヲ
施
行
ス

　

明
治
憲
法

第
一
章　

天
皇

　

第
一
条　

大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス

　

第
二
条　

皇
位
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
皇
男
子
孫
之
ヲ
継
承
ス

　

第
三
条　

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　

第
四
条　

天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

両
者
の
類
似
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
第
一
条
（
原
規
）
と
第
二
条
（
天
皇
）
が
各
々
分
割
さ
れ
て
、
明
治
憲
法
第

一
章
（
天
皇
）
の
第
一
条
か
ら
第
四
条
に
振
り
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
）
23
（

。
す
な
わ
ち
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
第
一
条
第
一
項
の
「
世
襲
君
主

国
」（E

rb
m

o
n

arch
ie

）
規
定
は
明
治
憲
法
の
第
一
条
に
、
草
案
第
一
条
第
二
項
「
帝
室
家
憲
」（K

aise
rlich

e
 H

au
sg

e
se

tze

）
は
明
治
憲

法
第
二
条
に
、
草
案
第
二
条
第
一
項
「
神
聖
不
可
侵
」（h

e
ilig

 u
. u

n
ve

rle
tzlich

）
は
明
治
憲
法
第
三
条
に
、
草
案
第
二
条
第
二
項
「
総
攬
」

（ve
re

in
ig

e
n

）
は
明
治
憲
法
第
四
条
の
原
型
と
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
少
な
か
ら
ぬ
相
違
は
認
め
ら
れ
る
し
、
す
べ
て
の
条
文
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
の
類
似
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
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し
な
が
ら
、
憲
法
の
冒
頭
の
条
文
は
、
国
家
の
根
幹
規
定
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
根
幹
規
定
に
お
い
て
は
、
草
案
提
出
の
明
治
二
十

（
一
八
八
七
）
年
四
月
三
十
日
か
ら
枢
密
院
憲
法
制
定
会
議
終
了
の
明
治
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日
に
い
た
る
ま
で
、
根
本
的
な
変
更
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
、
憲
法
を
起
草
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
日
本
の
国
家
を
も
創
出
し

た
の
で
あ
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
創
出
し
た
近
代
日
本
と
は
、
立
憲
君
主
制
の
国
家
で
あ
っ
た
。
立
憲
君
主
制
（k

o
n

stitu
tio

n
e

lle
 M

o
n

arch
ie

）
と
は
、

文
字
ど
お
り
の
意
味
で
憲
法
を
有
す
る
君
主
制
で
あ
る
。
政
府
の
補
弼
は
あ
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
議
会
に
よ
る
制
約
を
要
件
と
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
絶
対
君
主
制
と
は
大
き
く
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
君
主
の
権
力
が
憲
法
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
明
治
憲
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
天
皇
を
憲
法
に
超
然
す
る
も
の
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
憲
法
的
存
在
と
考
え

る
か
の
争
い
が
あ
っ
た
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
立
場
は
、
一
貫
し
て
天
皇
を
憲
法
の
内
部
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
天
皇
大
権
条
項
を
批

判
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
大
権
を
憲
法
上
に
列
挙
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
法
的
に
制
約
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
立
憲
君
主
制

は
、
必
然
的
に
君
主
機
関
説
を
論
理
的
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
と
っ
て
の
立
憲
君
主
制
は
、
社
会
君
主
制
で
も
あ
っ
た
。「
社
会
君
主
制
」（so

ziale
s K

ö
n

ig
tu

m

）
論
と
は
、
君
主
を
社

会
各
層
間
に
生
じ
る
対
立
の
裁
定
者
と
み
な
す
理
論
で
あ
り
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
み
な
ら
ず
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ

ン
も
同
様
の
考
え
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
思
想
的
淵
源
は
社
会
の
上
に
国
家
を
構
想
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
に
見
出
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
の
君
主
は
「
i
」
の
文
字
に
あ
る
「
・
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
、
最
終
的
な
裁
定
を
下
す
任
務
を
も
っ
て

い
る
）
24
（

。
こ
れ
を
「
・
」
程
度
の
存
在
と
み
れ
ば
、
君
主
の
役
割
は
単
な
る
形
式
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
・
」
が
な
け
れ
ば
「
i
」
が
成
り
立

た
な
い
と
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
実
質
的
な
最
高
の
権
限
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
・
」
と
は
玉
璽
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
君
主
の
裁
定
と
は
、
玉
璽
を
押
す
こ
と
に
よ
る
最
終
的
な
法
的
行
為
な
の
で
あ
る
。

ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
社
会
主
義
者
を
自
任
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
講
壇
社
会
主
義
と
社
会
君
主
制
論
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
か
は
興
味
深
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い
問
題
で
あ
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
こ
れ
を
矛
盾
と
は
考
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
国
家
の
頂
点
に
一
人
の
君
主
的
存
在
が
求
め
ら
れ
る
と

い
う
意
味
で
は
、
世
襲
君
主
に
限
ら
ず
大
統
領
で
も
国
家
主
席
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
国
家
の
本
質
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
唯
一
神
の
存
在
を
前
提
と
し
て
こ
そ
人
間
の
平
等
が
構
想
で
き
る
よ
う
に
、
君
主
的
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
相
互

の
平
等
も
想
定
可
能
と
な
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
必
要
と
し
た
の
は
、
国
民
の
上
に
立
ち
、
最
終
的
に
裁
定
す
る
君
主
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
に
は
次
の
よ
う
な
予
算
条
項
が
あ
る
。
第
八
十
一
条
の
、「
予
算
確
定
ニ
関
シ
協
議
整

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
内
閣
ノ
責
任
ヲ
以
テ
天
皇
之
ヲ
裁
決
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
政
府
提
出
の
予
算
案
に
対
し
て
議
会
が
承
認
せ
ず
、
両
者

間
の
協
議
も
不
調
に
終
わ
っ
た
際
に
は
、
天
皇
が
「
裁
決
」
す
る
（e

n
tsch

e
id

e
n

）
と
い
う
趣
旨
の
条
文
で
あ
る
。
実
際
の
明
治
憲
法
は

第
七
十
一
条
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
前
年
度
の
予
算
を
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
社
会
君
主
制
論
は

主
体
的
に
裁
決
す
る
天
皇
を
想
定
し
て
い
た
。

全
体
と
し
て
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
や
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法
以
上
に
君
主
の
権
限
強
化
を
標
榜
し
て
い
た
。
宰
相
ビ
ス

マ
ル
ク
が
最
高
権
力
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
帝
国
へ
の
不
満
を
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
は
日
本
帝
国
の
憲
法
起
草

に
お
い
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
詳
細
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
お
雇
い
ド
イ
ツ
人
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
仕

事
は
、
単
な
る
受
動
的
な
顧
問
の
そ
れ
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
な
り
の
理
想
の
国
家
建
設
を
目
指
し
た
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
明
治
憲
法
の
起
草
者
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
何
者
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
研
究
が
不
充
分
で
あ
る
。
本
稿
は
、
吉
野
作
造
か
ら
鈴
木
安
蔵

お
よ
び
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ジ
ー
メ
ス
へ
と
い
た
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研
究
の
系
譜
を
素
描
し
、
そ
の
可
能
性
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

今
日
ま
で
の
明
治
憲
法
制
定
史
研
究
に
あ
っ
て
は
、
憲
法
の
実
質
的
な
起
草
者
は
井
上
毅
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
吉
野
作
造
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
答
議
の
記
録
文
書
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
井
上
の
「
か
げ
」
に
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
い
る
こ
と
を
発
見
し
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た
。
鈴
木
安
蔵
は
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
答
議
お
よ
び
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
憲
法
制
定
に
お
け
る
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の

「
寄
与
」
を
強
調
し
た
。
ジ
ー
メ
ス
は
ド
イ
ツ
時
代
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
業
績
と
来
日
に
い
た
る
そ
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
井
上

の
傍
ら
に
は
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
い
た
」（N

e
b

e
n

 In
o

u
e

 ab
e

r stan
d

 R
o

e
sle

r.

）
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
）
25
（

。
彼
ら
三
人
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
研

究
は
、
互
い
に
偶
然
の
出
会
い
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
き
わ
め
て
刺
激
的
な
思
想
史
的
素
材
を
提
供
す
る
。

け
れ
ど
も
、
彼
ら
三
人
の
研
究
は
、
明
治
憲
法
の
起
草
に
つ
い
て
、
な
お
も
井
上
毅
を
主
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス
ラ
ー
を
従
と
す
る
に
留

ま
っ
て
い
る
。
だ
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
と
明
治
憲
法
と
を
比
較
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
日
本
国
家
の
性
格
と
天
皇
の
位
置
づ
け
と
い
う
最
も

根
幹
の
部
分
に
お
い
て
、
そ
の
「
原
規
」
が
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
憲
法
草
案
を
提
出
し
た
明
治
二
十
年
の
四
月
段
階
で
明
治
憲
法
は
実
質
的
に
完
成
し
て
お
り
、
ま
た
『
西

哲
夢
物
語
』
と
し
て
そ
の
草
案
が
暴
露
さ
れ
た
同
年
十
月
の
段
階
で
、
つ
ま
り
憲
法
発
布
よ
り
は
る
か
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
少
な
か

ら
ぬ
国
民
が
そ
の
概
要
を
知
り
う
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
憲
法
制
定
史
の
研
究
は
、『
西
哲
夢
物
語
』
と

『
ロ
ス
レ
ル
氏
答
議
』
に
ま
で
遡
っ
て
、
根
本
的
に
塗
り
替
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

注

（
1
） 

明
治
文
化
研
究
会
に
つ
き
、
堅
田
『
明
治
文
化
研
究
会
と
明
治
憲
法
――
宮
武
外
骨
・
尾
佐
竹
猛
・
吉
野
作
造
――
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
八

年
。

（
2
） 

吉
野
作
造
「
ス
タ
イ
ン
、
グ
ナ
イ
ス
ト
と
伊
藤
博
文
」、『
吉
野
作
造
選
集
』
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
三
四
六
頁
。
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（
3
） 

同
、
三
六
三
頁
。

（
4
） 
堅
田
「
ロ
ェ
ス
ラ
ー
と
モ
ッ
セ
――
二
人
の
ド
イ
ツ
人
法
律
顧
問
――
」、
同
『
独
逸
学
協
会
と
明
治
法
制
』
木
鐸
社
、
一
九
九
九
年
、
八
三
頁

以
下
参
照
。

（
5
） 『
西
哲
夢
物
語
』
復
刻
版
、
一
九
七
一
年
、
一
頁
。

（
6
） 

平
塚
篤
編
『
伊
藤
博
文
秘
録
』
復
刻
版
、
原
書
房
、
一
九
八
二
年
、
二
九
二
頁
。
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
文
を
漢
字
ひ
ら
か
な
文
に
書
き
換
え

た
。
な
お
、
こ
の
書
簡
は
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
発
信
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
未
発
信
の
ま
ま
伊
藤
の
も
と
に
留
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
理
由

は
わ
か
ら
な
い
。

（
7
） 『
青
木
周
蔵
自
伝
』
坂
根
義
久
校
注
、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
二
三
五
〜
二
三
六
頁
参
照
。

（
8
） 

春
畝
公
追
頌
会
編
『
伊
藤
博
文
伝
』
中
巻
、
一
九
四
三
年
、
三
〇
五
頁
。

（
9
） 「
初
め
て
の
法
学
者
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
人
居
留
民
は
あ
ま
り
歓
迎
し
な
か
っ
た
。
前
ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
大
学
教
授
の
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
ェ
ス

ラ
ー
博
士
の
こ
と
で
あ
る
。
改
宗
者
で
あ
り
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
激
し
い
敵
対
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
同
国
人
と
の
い
か
な
る
関
係
も
神
経
質
に
避

け
、
我
ら
が
皇
帝
の
誕
生
日
に
も
現
れ
な
か
っ
た
」。O

tto
 S

ch
m

ie
d

e
l, D

ie
 D

e
u

tsch
e
n

 in
 Jap

an
, L

e
ip

zig
, 1

9
2
0
, S

.4
5
.  

鈴
木
安
蔵
『
日
本

憲
法
史
研
究
』
叢
文
閣
、
一
九
三
五
年
、
一
七
〇
頁
参
照
。

（
10
） 

吉
野
作
造
が
発
見
し
た
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
』
は
、
一
連
の
「
ロ
ェ
ス
ラ
ー
答
議
」
の
初
期
の
筆
記
録
で
あ
る
。「
大
正
十
五
年
頃
だ
つ
た

と
思
ふ
。
私
は
ふ
と
古
書
展
覧
会
で
『
ル
ス
レ
ル
氏
答
議
第
一
』
と
い
ふ
部
厚
の
大
本
一
冊
を
手
に
入
れ
た
。
表
紙
に
井
上
毅
の
蔵
書
印
あ
り
、

又
『
一
見
必
返
却
井
上
』
と
読
ま
れ
る
薄
墨
の
書
い
れ
も
あ
る
。
憲
法
問
題
に
関
す
る
ル
ス
レ
ル
の
答
議
十
三
篇
を
輯
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

日
付
は
も
つ
と
も
古
い
の
が
十
四
年
六
月
で
、
新
し
い
の
は
十
五
年
三
月
で
あ
る
。
即
ち
井
上
毅
は
伊
藤
博
文
が
勅
命
を
奉
じ
て
憲
法
調
査
の

た
め
欧
洲
へ
出
か
け
る
時
、
す
で
に
か
う
し
た
周
到
な
研
究
を
遂
げ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」。
吉
野
「
古
書
珍
重
」、
同
『
閑
談
の
閑
談
』
木
村
毅

編
、
書
物
展
望
社
、
一
九
三
三
年
、
二
四
六
〜
二
四
七
頁
。
な
お
、
同
書
は
吉
野
の
遺
稿
集
で
あ
る
。

（
11
） 

同
、
二
四
七
〜
二
四
八
頁
。

（
12
） 

ロ
ェ
ス
ラ
ー
自
身
も
、
実
際
に
は
金
沢
も
し
く
は
夏
島
の
近
辺
に
待
機
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
伊
藤
ら
の
質
問
に
答
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
八
月
二
十
日
付
「
金
沢
」
発
の
ロ
ェ
ス
ラ
ー
の
手
紙
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
夏
の
間
は
い
つ

も
東
京
か
ら
離
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
に
は
ひ
ど
い
暑
さ
の
た
め
で
す
が
、
今
年
は
我
が
家
を
大
規
模
に
修
繕
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
何
か
月



71 明治憲法を起草したドイツ人

か
職
人
た
ち
に
任
せ
き
り
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
」。R

o
e
sle

r an
 se

in
e
 S

ch
w

e
ste

r C
aro

lin
e

（L
in

a

）am
 2

0
. A

u
g

. 1
8
8
7
, 

in
: A

n
n

a B
arte

ls-Ish
ik

aw
a

（h
rsg

.

）, H
e
rm

an
n

 R
o

e
sle

r, D
o

k
u

m
e
n

te
 zu

 se
in

e
m

 L
e
b

e
n

 u
n

d
 W

e
rk

, B
e
rlin

, 2
0
0
7
, S

.1
1
6
.  

し
か
し
、
避

暑
の
た
め
金
沢
に
単
身
で
滞
在
す
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
同
書
所
収
の
略
歴
に
は
、「
一
八
八
七
年
夏　

ロ
ェ
ス
ラ
ー
、

唯
一
の
西
洋
人
顧
問
と
し
て
、
夏
島
に
お
け
る
伊
藤
の
憲
法
起
草
会
議
に
参
加
」
と
あ
る
。e

b
d

., S
.9

7
.

（
13
） 

金
子
堅
太
郎
『
憲
法
制
定
と
欧
米
人
の
評
論
』
日
本
青
年
館
、
一
九
三
七
年
、
一
四
一
〜
一
四
二
頁
。
同
「
憲
法
発
布
ま
で
」、『
そ
の
頃
を
語

る
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
二
八
年
、
五
六
〜
五
七
頁
参
照
。

（
14
） 「
当
時
世
人
は
伊
藤
公
が
独
逸
で
二
年
間
憲
法
の
取
調
を
し
て
帰
つ
て
来
た
か
ら
、
其
の
起
草
す
る
憲
法
は
必
ず
や
『
ビ
ス
マ
ル
ク
』
式
の
圧
制

憲
法
に
相
違
な
い
と
推
測
し
て
、
或
は
新
聞
に
、
我

（
マ
マ
）は

雑
誌
に
、
或
は
演
説
に
、
盛
ん
に
攻
撃
を
加
へ
た
の
で
あ
つ
た
」。
金
子
『
憲
法
制
定
と

欧
米
人
の
評
論
』
一
五
九
頁
。

（
15
） 

ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
の
出
所
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
が
未
だ
に
決
定
的
な
も
の
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
井
上
毅
説
に
つ
き
、
林
田
亀
太
郎
『
明

治
大
正
政
界
側
面
史
』
復
刻
版
、
大
空
社
、
一
九
九
一
年
、
三
七
九
頁
以
下
。
金
子
堅
太
郎
説
に
つ
き
、
同
『
憲
法
制
定
と
欧
米
人
の
評
論
』

一
四
五
〜
一
四
八
頁
。
伊
藤
博
文
説
に
つ
き
、
松
本
清
張
「
夏
島
」、『
松
本
清
張
初
期
文
庫
化
作
品
集
』
3
、
双
葉
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、一
六
六

〜
一
六
七
頁
。

（
16
） 

金
子
『
憲
法
制
定
と
欧
米
人
の
評
論
』
一
四
八
頁
。

（
17
） 

鈴
木
安
蔵
『
憲
法
制
定
と
ロ
エ
ス
レ
ル
――
日
本
憲
法
諸
原
案
の
起
草
経
緯
と
其
の
根
本
精
神
――
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
二
年
、
四
頁

（
序
）。

（
18
） 

堅
田
「
吉
野
作
造
と
鈴
木
安
蔵
――
五
つ
の
「
絶
筆
」
を
め
ぐ
っ
て
――
」『
吉
野
作
造
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
頁
以
下
参
照
。

（
19
） 

鈴
木
『
憲
法
制
定
と
ロ
エ
ス
レ
ル
』
五
頁
（
例
言
）。

（
20
） 

J
・
ジ
ー
メ
ス
『
日
本
国
家
の
近
代
化
と
ロ
ェ
ス
ラ
ー
』
未
來
社
、
本
間
英
世
訳
、
一
九
七
〇
年
、
二
七
頁
参
照
。

（
21
） 

ロ
ェ
ス
ラ
ー
草
案
条
文
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
語
原
稿
お
よ
び
日
本
語
訳
文
が
残
っ
て
い
る
。「
ロ
エ
ス
レ
ル
起
草
日
本
国
憲
法
草
案
独
逸
文
原

本
」（E

n
tw

u
rf e

in
e
r V

e
rfassu

n
g

 fü
r d

as K
aise

rtu
m

 Jap
an

）、
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
篇
『
近
代
日
本
法
制
史
料
集
』
第
六
、
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
四
〜
二
二
頁
。「
ロ
エ
ス
レ
ル
起
草
日
本
帝
国
憲
法
草
案
」（
渡
辺
廉
吉
訳
？
）、
同
書
所
収
、
一
六
〜
二
六
頁
参

照
。
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（
22
） 

清
水
伸
『
明
治
憲
法
制
定
史
（
中
）
――
伊
藤
博
文
に
よ
る
明
治
憲
法
原
案
の
起
草
――
』
原
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
七
九
頁
。

（
23
） 
井
上
哲
次
郎
は
伊
藤
博
文
追
悼
文
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
殊
に
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
の
如
き
は
、
我
が
国
体
に
関
係
の

有
る
最
も
重
大
な
箇
条
で
あ
る
か
ら
し
て
、
外
国
思
想
を
以
て
之
れ
を
解
釈
す
る
の
は
曲
解
で
、
帝
国
憲
法
の
真
精
神
で
は
な
い
の
で
あ
る
」。

『
伊
藤
博
文
伝
』
下
巻
、
一
九
四
〇
年
、
九
〇
五
頁
。
だ
が
国
体
の
根
本
条
項
が
、
ロ
ェ
ス
ラ
ー
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
明
治
憲
法
に
つ
い
て

の
評
価
は
大
き
な
見
直
し
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
24
） 「
君
主
は
『
然
り
』（ja

）
と
言
っ
て
、
i
の
上
に
点
（P

u
n

k
t

）
を
打
つ
の
で
あ
る
」。G

. W
. F. H

e
g

e
l, G

ru
n

d
lin

ie
n

 d
e
r P

h
ilo

so
p

h
ie

 d
e
s 

R
e
ch

ts, in
: W

e
rk

e
 in

 zw
an

zig
 B

än
d

e
n

, B
d

.7
. F

ran
k

fu
rt am

 M
ain

, 1
9
7
0
, S

.4
5
1
.  

ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
II
、
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
、

中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
一
年
、
三
二
二
頁
参
照
。

（
25
） 

ジ
ー
メ
ス
『
日
本
国
家
の
近
代
化
と
ロ
ェ
ス
ラ
ー
』
一
〇
八
頁
。Jo

h
an

n
e
s S

ie
m

e
s, D

ie
 G

ü
n

d
u

n
g

 d
e
s m

o
d

e
rn

e
n

 jap
an

isch
e
n

 S
taate

s 

u
n

d
 d

as d
e
u

tsch
e
 S

taatsre
ch

t, D
e
r B

e
itrag

 H
e
rm

an
n

 R
o

e
sle

rs, B
e
rlin

, 1
9
7
5
, S

.6
2
.

付
記 

憲
法
研
究
会
（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
九
日
、
聖
学
院
大
学
）
で
の
報
告
「
明
治
憲
法
制
定
へ
の
ド
イ
ツ
人
の
寄
与
」
を
整
理
し
、
あ
ら
た
め
て

執
筆
し
た
。




